
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 四 条 の 二 十 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 四 条 の 二 十 三 ま で （ 略 ）  

（ 統 括 管 理 者 等 の 選 任 ）  （ 統 括 管 理 者 等 の 選 任 ）  

第 四 条 の 二 十 四  （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 の 二 十 四  （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

３ （ 現 行 の と お り ）  ３ （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

ア 及 び イ  （ 現 行 の と お り ）  ア 及 び イ  （ 略 ）  

ウ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 四 年 法 律

第 四 十 九 号 。 以 下 「 省 エ ネ 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 一 条 第 一 項 の エ

ネ ル ギ ー 管 理 士 免 状 の 交 付 を 受 け て い る 者  

ウ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 四 年 法 律

第 四 十 九 号 。 以 下 「 省 エ ネ 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 一 項 の エ ネ ル

ギ ー 管 理 士 免 状 の 交 付 を 受 け て い る 者  

エ 及 び オ  （ 現 行 の と お り ）  エ 及 び オ  （ 略 ）  

二 及 び 三  （ 現 行 の と お り ）  二 及 び 三  （ 略 ）  

第 四 条 の 二 十 五 か ら 第 十 三 条 の 五 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 の 二 十 五 か ら 第 十 三 条 の 五 ま で （ 略 ）  

（ 特 定 家 庭 用 機 器 ）  （ 特 定 家 庭 用 機 器 ）  

第 十 三 条 の 六  条 例 第 二 十 五 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 家

庭 用 電 気 機 器 等 は 、 未 使 用 の 機 械 器 具 で 、 省 エ ネ 法 第 百 四 十 六 条 第 一

項 に 規 定 す る 製 造 事 業 者 等 が 製 造 し 、 又 は 輸 入 す る も の の う ち 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。  

第 十 三 条 の 六  条 例 第 二 十 五 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 家

庭 用 電 気 機 器 等 は 、 未 使 用 の 機 械 器 具 で 、 省 エ ネ 法 第 七 十 九 条 第 一 項

に 規 定 す る 製 造 事 業 者 等 が 製 造 し 、 又 は 輸 入 す る も の の う ち 、 次 に 掲

げ る も の と す る 。  



一 エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー （ 水 冷 式 の も の そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の

合 理 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 四 年 通 商 産 業 省 令 第 七 十

四 号 。 以 下 「 省 エ ネ 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 九 十 二 条 第 一 項 に 規

定 す る も の 以 外 の も の の う ち 、 冷 暖 房 の 用 に 供 す る も の （ 冷 房 能 力

が 四 キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 直 吹 き 形 か つ 壁 掛

け 形 の も の （ 一 の 室 外 機 に 二 以 上 の 室 内 機 を 接 続 す る も の の う ち 各

室 内 機 の 運 転 を 個 別 に 制 御 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 

一 エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー （ 水 冷 式 の も の そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の

合 理 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 四 年 通 商 産 業 省 令 第 七 十

四 号 。 以 下 「 省 エ ネ 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 八 条 第 一 項 に 規

定 す る も の 以 外 の も の の う ち 、 冷 暖 房 の 用 に 供 す る も の （ 冷 房 能 力

が 四 キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 直 吹 き 形 か つ 壁 掛

け 形 の も の （ 一 の 室 外 機 に 二 以 上 の 室 内 機 を 接 続 す る も の の う ち 各

室 内 機 の 運 転 を 個 別 に 制 御 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 

二 電 気 冷 蔵 庫 （ 冷 凍 庫 と 一 体 の も の を 含 み 、 熱 電 素 子 を 使 用 す る も

の そ の 他 省 エ ネ 法 施 行 規 則 第 九 十 二 条 第 八 項 に 規 定 す る も の を 除

く 。 以 下 同 じ 。 ）  

二 電 気 冷 蔵 庫 （ 冷 凍 庫 と 一 体 の も の を 含 み 、 熱 電 素 子 を 使 用 す る も

の そ の 他 省 エ ネ 法 施 行 規 則 第 四 十 八 条 第 八 項 に 規 定 す る も の を 除

く 。 以 下 同 じ 。 ）  

三 テ レ ビ ジ ョ ン 受 信 機 （ 交 流 の 電 路 に 使 用 さ れ る も の に 限 り 、 産 業

用 の も の そ の 他 省 エ ネ 法 施 行 規 則 第 九 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る も

の を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ）  

三 テ レ ビ ジ ョ ン 受 信 機 （ 交 流 の 電 路 に 使 用 さ れ る も の に 限 り 、 産 業

用 の も の そ の 他 省 エ ネ 法 施 行 規 則 第 四 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る も

の を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ）  

（ 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 等 の 表 示 ）  （ 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 等 の 表 示 ）  

第 十 三 条 の 七 （ 現 行 の と お り ）  第 十 三 条 の 七 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

二 省 エ ネ 法 第 百 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 機 器 ご と に 経 済 産

業 大 臣 が 定 め る 測 定 方 法 に よ っ て 得 ら れ た 数 値 （ 以 下 「 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 」 と い う 。 ）  
二 省 エ ネ 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 機 器 ご と に 経 済 産 業

大 臣 が 定 め る 測 定 方 法 に よ っ て 得 ら れ た 数 値 （ 以 下 「 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 」 と い う 。 ）  

三 省 エ ネ 法 第 百 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 機 器 ご と に 経 済 産

業 大 臣 が 定 め る 数 値 に 対 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 達 成 率 を 百 分

率 で 表 し た も の  

三 省 エ ネ 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 機 器 ご と に 経 済 産 業

大 臣 が 定 め る 数 値 に 対 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 達 成 率 を 百 分 率

で 表 し た も の  



四 省 エ ネ 法 第 百 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 機 器 ご と に 経 済 産

業 大 臣 が 定 め る 年 度  

四 省 エ ネ 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 機 器 ご と に 経 済 産 業

大 臣 が 定 め る 年 度  
五 か ら 九 ま で （ 現 行 の と お り ）  五 か ら 九 ま で （ 略 ）  

第 十 四 条 か ら 第 十 六 条 の 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 十 四 条 か ら 第 十 六 条 の 三 ま で （ 略 ）  

（ 燃 費 性 能 ）  （ 燃 費 性 能 ）  

第 十 六 条 の 四 （ 現 行 の と お り ）  第 十 六 条 の 四 （ 略 ）  

一  揮 発 油 若 し く は 軽 油 を 燃 料 と す る 自 動 車 又 は 液 化 石 油 ガ ス を 燃

料 と す る 自 動 車 （ 省 エ ネ 法 第 百 四 十 七 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 定 機 器

の エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の う ち 自 動 車 に 係 る も の が 定 め ら れ て い る

も の に 限 る 。 ） 当 該 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 値  

一  揮 発 油 若 し く は 軽 油 を 燃 料 と す る 自 動 車 又 は 液 化 石 油 ガ ス を 燃

料 と す る 自 動 車 （ 省 エ ネ 法 第 八 十 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 定 機 器 の エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の う ち 自 動 車 に 係 る も の が 定 め ら れ て い る も の

に 限 る 。 ） 当 該 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 値  

二  前 号 の 燃 料 以 外 の も の を 燃 料 と す る 自 動 車 又 は 液 化 石 油 ガ ス を

燃 料 と す る 自 動 車 （ 省 エ ネ 法 第 百 四 十 七 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 定 機

器 の エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の う ち 自 動 車 に 係 る も の が 定 め ら れ て い

る も の を 除 く 。 ）  当 該 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 算 定 方 法 に 準 じ て 算

出 さ れ た 当 該 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 相 当 す る 値  

二  前 号 の 燃 料 以 外 の も の を 燃 料 と す る 自 動 車 又 は 液 化 石 油 ガ ス を

燃 料 と す る 自 動 車 （ 省 エ ネ 法 第 八 十 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 定 機 器 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の う ち 自 動 車 に 係 る も の が 定 め ら れ て い る も

の を 除 く 。 ）  当 該 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 の 算 定 方 法 に 準 じ て 算 出 さ

れ た 当 該 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 相 当 す る 値  

第 十 七 条 か ら 第 五 十 二 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 十 七 条 か ら 第 五 十 二 条 ま で （ 略 ）  

（ 特 定 有 害 物 質 ）  

第 五 十 三 条 条 例 第 百 十 三 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 有 害 物 質 は 、 別 表

第 十 二 の 上 欄 に 掲 げ る 物 質 と す る 。  
（ 汚 染 処 理 計 画 書 ）  

第 五 十 三 条  条 例 第 百 十 四 条 第 一 項 及 び 第 百 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る

汚 染 処 理 計 画 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 汚 染 の 状 況  

 二 汚 染 処 理 の 区 域  

 三 汚 染 処 理 の 方 法  



 四 汚 染 処 理 の 開 始 及 び 終 了 の 時 期  

 五 汚 染 処 理 の 期 間 中 の 環 境 保 全 対 策  

 六 汚 染 土 壌 の 搬 出 及 び 搬 出 先 で の 処 理 の 方 法  

（ 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 計 画 書 作 成 に 関 す る 指 示 等 に 係 る 基 準 等 ） 

第 五 十 四 条 条 例 第 百 十 四 条 第 一 項 、 第 百 十 五 条 第 二 項 及 び 第 百 十 六 条

第 四 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ 汚 染 処 理 又 は 汚 染 拡 散 防 止 措 置 の 完 了 届 ）  

第 五 十 四 条 条 例 第 百 十 四 条 第 三 項 （ 第 百 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 汚 染 処 理 の 完 了 の 届 出 並 び に 第 百

十 六 条 第 三 項 及 び 第 百 十 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 汚 染 拡 散 防 止 措 置 の

完 了 の 届 出 は 、 別 記 第 三 十 一 号 様 式 に よ る 汚 染 処 理 （ 汚 染 拡 散 防 止 措

置 ） 完 了 届 出 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

一 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず べ き 期 限   

二 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず べ き 土 地 の 場 所   

三 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 計 画 書 を 提 出 す べ き 期 限   

２ 条 例 第 百 十 四 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 別 表

第 十 二 の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 有 害 物 質 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 下 欄 に

掲 げ る 基 準 値 と す る 。  

 

３ 条 例 第 百 十 四 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 場 合 （ 第 百 十

七 条 第 四 項 に 規 定 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 条 例 第 百 十 六 条 第 四 項 第 一

号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 場 合 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 と す る 。  

 

一 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 下 欄 に 定 め る 要 件

を 満 た す こ と 。  

一  土 壌 の 特 地 下 水 の 流 動 の 状 況 等 か ら み て 、 地 下 水 か ら 検

 



定 有 害 物

質 の 濃 度

が 、 溶 出 量

基 準 （ 汚 染

土 壌 処 理

基 準 の う

ち 溶 出 量

に 係 る 基

準 値 を い

う 。 ） を 超

え 、 又 は 超

え る こ と

が 確 実 で

あ る と 認

め ら れ る

土 地  

出 さ れ た 特 定 有 害 物 質 の 濃 度 が 別 表 第 十 二 の 二

の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 有 害 物 質 の 種 類 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 下 欄 に 掲 げ る 基 準 値 （ 以 下 「 地 下 水 基 準 」

と い う 。 ） を 超 え る 地 下 水 の 汚 染 が あ る と す れ ば

そ の 汚 染 が 拡 大 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る

範 囲 に 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 取 水 口 又 は 地 点 が

あ る こ と 。  

ア  地 下 水 を 人 の 飲 用 に 供 す る た め に 用 い 、 又 は

用 い る こ と が 確 実 で あ る 井 戸 の ス ト レ ー ナ ー 、

揚 水 機 の 取 水 口 そ の 他 の 地 下 水 の 取 水 口  

イ  地 下 水 を 水 道 法 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 水 道

事 業 （ 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 水 道 用 水 供 給 事 業

者 に よ り 供 給 さ れ る 水 道 水 の み を そ の 用 に 供 す

る も の を 除 く 。 ） 、 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 水 道 用

水 供 給 事 業 若 し く は 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 専 用

水 道 の た め の 原 水 と し て 取 り 入 れ る た め に 用

い 、 又 は 用 い る こ と が 確 実 で あ る 取 水 施 設 の 取

水 口  

ウ  災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二

十 三 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 の 都 道 府 県 地 域 防 災 計

画 等 に 基 づ き 、 災 害 時 に お い て 地 下 水 を 人 の 飲

用 に 供 す る た め に 用 い る も の と さ れ て い る 井 戸

の ス ト レ ー ナ ー 、 揚 水 機 の 取 水 口 そ の 他 の 地 下

水 の 取 水 口  



エ  地 下 水 基 準 を 超 え る 地 下 水 の 湧 出 を 主 た る 原

因 と し て 、 水 質 の 汚 濁 に 係 る 環 境 上 の 条 件 に つ

い て の 環 境 基 本 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 九 十 一 号 ）

第 十 六 条 第 一 項 の 基 準 が 確 保 さ れ な い 水 質 の 汚

濁 が 生 じ 、 又 は 生 ず る こ と が 確 実 で あ る 公 共 用

水 域 の 地 点  

二  土 壌 の 特

定 有 害 物

質 の 濃 度

が 、 含 有 量

基 準 （ 汚 染

土 壌 処 理

基 準 の う

ち 含 有 量

に 係 る 基

準 値 を い

う 。 ） を 超

え 、 又 は 超

え る こ と

が 確 実 で

あ る と 認

め ら れ る

土 地  

当 該 土 地 が 人 が 立 ち 入 る こ と が で き る 土 地 で あ

る こ と 。  

二 当 該 土 地 に お い て 、 土 壌 汚 染 対 策 指 針 に 基 づ く 土 壌 汚 染 の 除 去 等



の 措 置 が 講 じ ら れ て い な い こ と 。  
（ 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 計 画 書 ）  

第 五 十 四 条 の 二  条 例 第 百 十 四 条 第 一 項 、 第 百 十 五 条 第 二 項 、 第 百 十 六

条 第 四 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及

び 第 百 十 六 条 第 九 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） に 規 定 す る 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 計 画 書 の 提 出 は 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 し た 別 記 第 三 十 号 様 式 に よ る 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 計 画 書

に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

 
一 汚 染 の 状 況   

二 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 区 域 （ 条 例 第 百 十 五 条 第 二 項 又 は 第 百

十 六 条 第 四 項 第 二 号 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 周 辺 へ の 地 下 水 の 汚 染

の 拡 大 の 防 止 の た め に 必 要 と な る 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 区 域 ） 

 

三 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 方 法 （ 条 例 第 百 十 五 条 第 二 項 又 は 第 百

十 六 条 第 四 項 第 二 号 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 周 辺 へ の 地 下 水 の 汚 染

の 拡 大 の 防 止 の た め に 必 要 と な る 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 方 法 ）

及 び そ の 選 択 理 由  

 

四 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 開 始 及 び 終 了 の 時 期   

五 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 期 間 中 の 環 境 保 全 対 策   

六  汚 染 土 壌 の 搬 出 の 有 無 並 び に 搬 出 す る 場 合 に お け る 搬 出 の 方 法

及 び 搬 出 先 で の 処 理 の 方 法  

 

２ 前 項 の 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 計 画 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 付 し  



な け れ ば な ら な い 。  
一  土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 実 施 す る 場 所 の 汚 染 状 態 を 明 ら か に

し た 図 面  

 
二 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 実 施 方 法 を 明 ら か に し た 平 面 図 、 立 面

図 及 び 断 面 図  

 

三 措 置 終 了 後 の 状 況 を 明 ら か に し た 図 面   

四  汚 染 土 壌 を 運 搬 す る 方 法 及 び 運 搬 す る 者 並 び に 汚 染 土 壌 の 処 理

を 行 う 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 名 称 ） 及 び 処 理 施 設 の 所 在 地 を 記

載 し た 書 類  

 

五  汚 染 土 壌 の 処 理 を 行 う 者 が 当 該 汚 染 土 壌 を 適 切 に 処 理 す る こ と

が で き る こ と を 証 す る 書 類  

 

（ 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 完 了 届 ）  

第 五 十 四 条 の 三  条 例 第 百 十 四 条 第 五 項 、 第 百 十 五 条 第 六 項 、 第 百 十 六

条 第 八 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及

び 第 百 十 六 条 第 九 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） に 規 定 す る 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 完 了 の 届 出 は 、 別 記 第

三 十 一 号 様 式 に よ る 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 完 了 届 出 書 に よ ら な け れ ば

な ら な い 。  

 

２ 前 項 の 土 壌 地 下 水 汚 染 対 策 完 了 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添

付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

一  土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 実 施 及 び 汚 染 土 壌 の 搬 出 に 関 す る 事

項 を 記 載 し た 書 類  

 

二 土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 の 実 施 方 法 を 明 ら か に し た 平 面 図 、 立 面  



図 及 び 断 面 図  
（ 汚 染 状 況 の 調 査 ）  

第 五 十 五 条 条 例 第 百 十 五 条 第 一 項 、 第 百 十 六 条 第 一 項 及 び 第 九 項 、 第

百 十 六 条 の 二 第 一 項 並 び に 第 百 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 土 壌 等 の 汚

染 状 況 の 調 査 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と し 、 そ の 調 査 結

果 の 報 告 は 、 別 記 第 三 十 二 号 様 式 に よ る 土 壌 汚 染 状 況 調 査 報 告 書 に よ

ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 汚 染 状 況 の 調 査 ）  

第 五 十 五 条 条 例 第 百 十 五 条 第 一 項 、 第 百 十 六 条 第 一 項 及 び 第 百 十 七 条

第 二 項 に 規 定 す る 土 壌 の 汚 染 状 況 の 調 査 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 条 例 第

百 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 調 査 の 場 合 は 、 第 三 号 及 び 第 四 号 を 除 く 。 ）

に つ い て 行 う も の と し 、 そ の 調 査 結 果 の 報 告 は 、 別 記 第 三 十 二 号 様 式

に よ る 土 壌 汚 染 状 況 調 査 報 告 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

一 特 定 有 害 物 質 の 使 用 、 排 出 等 の 状 況  一 有 害 物 質 の 使 用 及 び 排 出 の 状 況  

二 特 定 有 害 物 質 に よ る 土 壌 等 の 汚 染 状 況  二 有 害 物 質 に よ る 土 壌 等 の 汚 染 状 況  

三 地 下 水 等 の 状 況  三 地 下 水 等 の 状 況  

 四 今 後 の 土 地 の 利 用 計 画  

２ 前 項 の 土 壌 汚 染 状 況 調 査 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 付 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

一 条 例 第 百 十 五 条 第 一 項 、 第 百 十 六 条 第 一 項 及 び 第 九 項 並 び に 第 百

十 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 汚 染 状 況 調 査 に あ っ て は 、 当 該 工 場 又

は 指 定 作 業 場 の 図 面  

 

二  条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 九 項 並 び に 第 百 十 七 条 第 二

項 に 規 定 す る 汚 染 状 況 調 査 に あ っ て は 、 施 設 等 の 除 却 に 伴 う 土 壌 の

掘 削 又 は 土 地 の 改 変 を 行 う 土 地 及 び 当 該 掘 削 又 は 改 変 の 深 度 を 記

し た 図 面  

 

三 調 査 に 係 る 土 地 の 周 辺 の 地 図   

四 調 査 に 係 る 土 地 の 汚 染 状 況 を 明 ら か に し た 図 面   



３ 条 例 第 百 十 五 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 百 十 六 条 第 四 項 第 二 号 （ 第 百

十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 要 件 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と す る 。  

 

一 公 有 水 面 埋 立 法 （ 大 正 十 年 法 律 第 五 十 七 号 ） に よ る 公 有 水 面 の 埋

立 て 又 は 干 拓 の 事 業 に よ り 造 成 さ れ た 土 地 で あ る こ と 。  

 

二  第 五 十 四 条 第 三 項 第 一 号 の 表 一 の 項 下 欄 に 規 定 す る 取 水 口 が な

く 、 か つ 、 将 来 に わ た っ て 当 該 取 水 口 が 設 け ら れ る 見 込 み が な い と

認 め ら れ る 土 地 で あ る こ と 。  

 

（ 地 下 水 汚 染 地 域 に お け る 土 壌 又 は 地 下 水 の 汚 染 に 係 る 基 準 ）  

第 五 十 五 条 の 二  条 例 第 百 十 五 条 第 二 項 及 び 第 百 十 六 条 第 四 項 第 二 号

（ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る

規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と す る 。  

 

一  土 壌 の 特 定 有 害 物 質 の 濃 度 が 別 表 第 十 二 の 三 の 上 欄 に 掲 げ る 特

定 有 害 物 質 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 下 欄 に 掲 げ る 基 準 値 （ 以 下 「 第

二 溶 出 量 基 準 」 と い う 。 ） を 超 え 、 又 は 地 下 水 の 特 定 有 害 物 質 の 濃

度 が 別 表 第 十 二 の 四 の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 有 害 物 質 の 種 類 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 下 欄 に 掲 げ る 基 準 値 （ 以 下 「 第 二 地 下 水 基 準 」 と い う 。 ）

を 超 え る こ と 。  

 

二 当 該 土 地 に お い て 、 土 壌 汚 染 対 策 指 針 に 基 づ く 土 壌 汚 染 の 除 去 等

の 措 置 が 講 じ ら れ て い な い こ と 。  

 

（ 工 場 等 の 廃 止 又 は 施 設 等 の 除 却 時 の 調 査 等 ）  

第 五 十 六 条 条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 日 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 と す る 。  

（ 汚 染 土 壌 処 理 基 準 ）  

第 五 十 六 条 条 例 第 百 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 別

表 第 十 二 の 上 欄 に 掲 げ る 有 害 物 質 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 下 欄 に 掲



 げ る 基 準 値 と す る 。  
一  有 害 物 質 取 扱 事 業 者 で あ っ た 者 が 工 場 又 は 指 定 作 業 場 を 廃 止 し

た 場 合  廃 止 の 日 か ら 起 算 し て 百 二 十 日 を 経 過 し た 日 又 は 工 場 若

し く は 指 定 作 業 場 の 全 部 若 し く は 主 要 な 施 設 等 の 除 却 に 伴 い 土 壌

の 掘 削 を 行 う 日 の 三 十 日 前 の い ず れ か 早 い 日  

 
二  有 害 物 質 取 扱 事 業 者 が 工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 全 部 又 は 主 要 な 施

設 等 を 除 却 し よ う と す る 場 合  当 該 除 却 に 伴 い 土 壌 の 掘 削 を 行 う

日 の 三 十 日 前  

 

三  条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 確 認 が 取 り 消 さ れ た 場 合  取

消 し の 日 か ら 起 算 し て 百 二 十 日 を 経 過 し た 日  

 

２ 条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 主 要 な 施 設 等 は 、 工 場

又 は 指 定 作 業 場 に 設 置 さ れ た 建 築 物 、 工 作 物 又 は 設 備 の う ち 、 特 定 有

害 物 質 を 取 り 扱 っ た こ と に よ り 土 壌 汚 染 を 引 き 起 こ し た お そ れ が あ

る も の と す る 。  

 

３ 条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 確 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 記 第 三 十 二 号 の 二 様 式 に よ る 調 査 猶 予 確 認

申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

一 廃 止 し た 工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 名 称   

二  廃 止 し た 工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 敷 地 で あ っ た 土 地 の 所 在 地 及 び

敷 地 面 積  

 

三 廃 止 し た 工 場 又 は 指 定 作 業 場 に お け る 特 定 有 害 物 質 の 使 用 、 排 出

等 の 状 況  

 

四 確 認 を 受 け よ う と す る 土 地 の 場 所   



五 確 認 を 受 け よ う と す る 土 地 に つ い て 予 定 さ れ て い る 利 用 の 方 法   

六  確 認 を 受 け よ う と す る 土 地 に お い て 汚 染 状 況 調 査 の 実 施 が 困 難

で あ る 理 由  

 
七  確 認 を 受 け よ う と す る 者 以 外 に 当 該 土 地 の 所 有 者 等 が い る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 の 氏 名 又 は 名 称 、 住 所 及 び 連 絡 先  

 

４ 前 項 の 調 査 猶 予 確 認 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

一  確 認 を 受 け よ う と す る 者 以 外 に 当 該 土 地 の 所 有 者 等 が い る 場 合

に あ っ て は 、 所 有 者 等 が 当 該 確 認 の 申 請 に 同 意 し て い る 旨 を 示 す 書

類  

 

二 廃 止 し た 工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 周 辺 の 地 図   

三 確 認 を 受 け よ う と す る 土 地 の 範 囲 を 示 す 図 面   

四  廃 止 し た 工 場 又 は 指 定 作 業 場 に お い て 取 り 扱 っ て い た 特 定 有 害

物 質 そ の 他 の 操 業 時 の 状 況 に 関 す る 記 録 の 一 覧  

 

５ 知 事 は 、 第 三 項 の 申 請 に 係 る 当 該 土 地 の 利 用 方 法 そ の 他 の 状 況 が 次

の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る こ と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に

限 り 、 当 該 土 地 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 、 条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 た だ

し 書 の 確 認 を す る も の と す る 。  

 

一  当 該 土 地 の 利 用 方 法 及 び 管 理 の 状 況 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る

と き 。  

ア 引 き 続 き 工 場 等 廃 止 者 が 事 業 の 用 に 供 す る 事 業 場 （ 当 該 工 場 等

廃 止 者 又 は 当 該 事 業 場 に 係 る 事 業 に 従 事 す る 者 そ の 他 の 関 係 者 以

外 の 者 が 立 ち 入 る こ と が で き な い も の に 限 る 。 ） の 敷 地 と し て 利 用

 



さ れ る こ と 。  

イ 廃 止 し た 工 場 又 は 指 定 作 業 場 が 小 規 模 で あ っ て 、 事 業 の 用 に 供

さ れ て い た 建 築 物 と 工 場 等 廃 止 者 （ そ の 者 が 法 人 で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 そ の 代 表 者 ） の 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 築 物 と が 同

一 の も の で あ り 、 又 は 近 接 し て 設 置 さ れ て お り 、 か つ 、 当 該 居 住

の 用 に 供 さ れ て い る 建 築 物 が 引 き 続 き 当 該 工 場 等 廃 止 者 の 居 住 の

用 に 供 さ れ る 場 合 に お い て 、 当 該 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 築 物

の 敷 地 （ こ れ と 一 体 と し て 管 理 さ れ る 土 地 を 含 む 。 ） と し て 利 用 さ

れ る こ と 。  

ウ 工 場 等 廃 止 者 以 外 の 者 の 事 業 又 は 居 住 の 用 に 供 さ れ る 敷 地 と し

て 現 に 利 用 さ れ て お り 、 か つ 、 当 該 敷 地 内 の 土 壌 が 舗 装 そ の 他 の

方 法 に よ り 人 が 直 接 触 れ る こ と の な い 状 況 で あ る こ と 。  

二 汚 染 状 況 調 査 に お け る 土 壌 及 び 地 下 水 の 採 取 に 当 た り 、 現 に 事 業

若 し く は 居 住 の 用 に 供 し て い る 建 物 を 取 り 壊 す こ と 又 は 建 物 の 基

礎 等 の 全 部 若 し く は 一 部 を 損 壊 さ せ る こ と が 必 要 で あ り 、 か つ 、 そ

れ に よ り 当 該 事 業 又 は 居 住 に 著 し い 支 障 が 生 じ る と き 。  

 

第 五 十 六 条 の 二  条 例 第 百 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 変 更 の 事

実 を 証 す る 書 類 等 を 付 し て 、 別 記 第 三 十 二 号 の 三 様 式 に よ る 調 査 猶 予

確 認 事 項 変 更 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条

第 三 項 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で の 事 項 の 変 更 に あ っ て は 当 該 事 項 の 変

更 の 前 に 、 条 例 第 百 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 確 認 を 受 け た 者 の 地 位 の

承 継 又 は 前 条 第 三 項 第 七 号 の 事 項 の 変 更 に あ っ て は 当 該 変 更 の あ っ

た と き か ら 遅 滞 な く 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 



第 五 十 六 条 の 三  条 例 第 百 十 六 条 第 十 項 の 規 定 に よ り 通 知 す る 事 項 は 、

次 の と お り と す る 。  

 

一 譲 渡 又 は 返 還 の あ っ た 土 地 の 場 所   

二 譲 渡 又 は 返 還 の あ っ た 土 地 に 係 る 工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 名 称   

三  工 場 又 は 指 定 作 業 場 に 係 る 工 場 等 廃 止 者 又 は 施 設 等 除 却 者 の 氏

名 又 は 名 称  

 

四  工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 廃 止 年 月 日 又 は 当 該 土 地 に お け る 施 設 等

除 却 の 日  

 

五 工 場 又 は 指 定 作 業 場 で 取 り 扱 っ て い た 特 定 有 害 物 質 の 種 類   

六  譲 渡 又 は 返 還 の あ っ た 土 地 に 係 る 汚 染 状 況 調 査 の 結 果 が 報 告 さ

れ 、 条 例 第 百 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 台 帳 が 調 製 さ れ て い る と

き は 、 そ の 旨  

 

七 譲 渡 又 は 返 還 の あ っ た 土 地 に 係 る 条 例 第 百 十 六 条 第 四 項 （ 第 百 十

六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 指 示

が な さ れ て い る と き は 、 そ の 指 示 の 内 容  

 

（ 汚 染 地 の 改 変 ）  

第 五 十 六 条 の 四  条 例 第 百 十 六 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

行 為 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 （ 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急

措 置 と し て 行 う 行 為 を 除 く 。 ） と す る 。  

 

一  土 壌 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず る た め に 設 け ら れ た 構 造 物 に 変

更 を 加 え る こ と 。   

 

二 土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 対 象 と な る 土 地 の 面 積 の 合 計 が  



十 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ り 、 か つ 、 そ の 深 さ が 五 十 セ ン チ メ ー ト ル

以 上 で あ る こ と （ 土 壌 等 の 汚 染 状 況 そ の 他 必 要 な 情 報 を 把 握 す る た

め 又 は 観 測 井 を 設 け る た め の ボ ー リ ン グ で あ っ て 、 汚 染 の 拡 散 の 防

止 が 図 ら れ る 方 法 に よ る も の を 除 く 。 ） 。  

三 土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 深 さ が 三 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ

と （ 土 壌 等 の 汚 染 状 況 そ の 他 必 要 な 情 報 を 把 握 す る た め 又 は 観 測 井

を 設 け る た め の ボ ー リ ン グ で あ っ て 、 汚 染 の 拡 散 の 防 止 が 図 ら れ る

方 法 に よ る も の を 除 く 。 ） 。  

 

四 汚 染 土 壌 を 敷 地 外 へ 搬 出 す る こ と （ 試 験 研 究 の 用 に 供 す る た め に

行 う 場 合 を 除 く 。 ） 。  

 

（ 汚 染 拡 散 防 止 計 画 書 ）  

第 五 十 六 条 の 五  条 例 第 百 十 六 条 の 三 第 一 項 並 び に 第 百 十 七 条 第 三 項

及 び 第 七 項 に 規 定 す る 汚 染 拡 散 防 止 計 画 書 の 提 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

（ 条 例 第 百 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号 の 土 壌 の 搬 出 の み を 行 う 場 合 は 、 第

二 号 、 第 三 号 及 び 第 五 号 を 除 く 。 ） を 記 載 し た 別 記 第 三 十 三 号 様 式 に

よ る 汚 染 拡 散 防 止 計 画 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 土 壌 汚 染

対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 六 条 第

一 項 に 基 づ く 届 出 を し た と き は 、 当 該 届 出 を も っ て 汚 染 拡 散 防 止 計 画

書 の 提 出 に 代 え る こ と が で き る 。  

（ 汚 染 拡 散 防 止 計 画 書 ）  

第 五 十 七 条  条 例 第 百 十 六 条 第 二 項 及 び 第 百 十 七 条 第 三 項 に 規 定 す る

汚 染 拡 散 防 止 計 画 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

一 汚 染 の 状 況  一 汚 染 の 状 況  

二 汚 染 の 拡 散 防 止 の 区 域  二 汚 染 の 拡 散 防 止 の 区 域  

三 土 地 の 改 変 又 は 汚 染 地 の 改 変 の 内 容 及 び 汚 染 の 拡 散 防 止 の 方 法  三 汚 染 の 拡 散 防 止 の 方 法  

四 汚 染 の 拡 散 防 止 の 開 始 及 び 終 了 の 時 期  四 汚 染 の 拡 散 防 止 の 開 始 及 び 終 了 の 時 期  



五 汚 染 の 拡 散 防 止 の 期 間 中 の 環 境 保 全 対 策  五 汚 染 の 拡 散 防 止 の 期 間 中 の 環 境 保 全 対 策  
六  汚 染 土 壌 の 搬 出 の 有 無 並 び に 搬 出 す る 場 合 に お け る 搬 出 の 方 法

及 び 搬 出 先 で の 処 理 の 方 法  

六 汚 染 土 壌 の 搬 出 及 び 搬 出 先 で の 処 理 の 方 法  

２ 前 項 の 汚 染 拡 散 防 止 計 画 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 面 等 （ 条 例 第 百 二 十

二 条 第 一 項 第 二 号 の 土 壌 の 搬 出 の み を 行 う 場 合 は 、 第 二 号 及 び 第 三 号

を 除 く 。 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 百 十 六 条 第 三 項 及 び 第 百 十 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 汚 染 拡 散

防 止 計 画 書 の 提 出 は 、 別 記 第 三 十 三 号 様 式 に よ る 汚 染 拡 散 防 止 計 画 書

提 出 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

 一 改 変 す る 土 地 の 汚 染 状 態 を 明 ら か に し た 図 面   

 二 改 変 の 実 施 方 法 を 明 ら か に し た 平 面 図 、 立 面 図 及 び 断 面 図   

 三 改 変 終 了 後 の 状 況 を 明 ら か に し た 図 面   

四  汚 染 土 壌 を 運 搬 す る 方 法 及 び 運 搬 す る 者 並 び に 汚 染 土 壌 の 処 理

を 行 う 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 名 称 ） 及 び 処 理 施 設 の 所 在 地 を 記

載 し た 書 類  

 

五  汚 染 土 壌 の 処 理 を 行 う 者 が 当 該 汚 染 土 壌 を 適 切 に 処 理 で き る こ

と を 証 す る 書 類  

 

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 条 例 第 百 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号 の 土 壌 の 搬 出 の み

を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 第 五 十 六 条 の 五 第 一 項 第 四 号 中 「 汚 染 の 拡 散

防 止 の 開 始 及 び 終 了 の 時 期 」 と あ る の は 「 汚 染 土 壌 の 搬 出 の 開 始 及 び

終 了 の 時 期 」 と 、 同 項 第 六 号 中 「 処 理 」 と あ る の は 「 処 理 又 は 管 理 」

と 、 前 項 第 一 号 中 「 改 変 す る 土 地 」 と あ る の は 「 搬 出 す る 汚 染 土 壌 」

と 、 同 項 第 四 号 中 「 処 理 を 行 う 者 」 と あ る の は 「 処 理 又 は 管 理 を 行 う

者 」 と 、 「 処 理 施 設 の 所 在 地 」 と あ る の は 「 処 理 施 設 又 は 管 理 を 行 う

土 地 の 所 在 地 」 と 、 同 項 第 五 号 中 「 処 理 」 と あ る の は 「 処 理 又 は 管 理 」

と 読 み 替 え て 適 用 す る 。  

 



（ 汚 染 拡 散 防 止 措 置 の 完 了 届 ）  
第 五 十 六 条 の 六  条 例 第 百 十 六 条 の 三 第 三 項 及 び 第 百 十 七 条 第 六 項 （ 同

条 第 八 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 汚 染 拡 散 防 止 措

置 の 完 了 の 届 出 は 、 別 記 第 三 十 三 号 の 二 様 式 に よ る 汚 染 拡 散 防 止 措 置

完 了 届 出 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 土 壌 汚 染 対 策 法 第 十 二

条 各 項 又 は 第 十 六 条 各 項 に 基 づ き 土 地 の 形 質 の 変 更 又 は 汚 染 土 壌 の

搬 出 を 行 っ た と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 事 実 を 証 す る 書 類 の 提 出 を

も っ て 汚 染 拡 散 防 止 措 置 完 了 届 出 書 の 提 出 に 代 え る こ と が で き る 。  

 
２ 前 項 の 汚 染 拡 散 防 止 措 置 完 了 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 付

し な け れ ば な ら な い 。  

 

一 改 変 の 実 施 及 び 汚 染 土 壌 の 搬 出 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類   

二 改 変 の 実 施 方 法 を 明 ら か に し た 平 面 図 、 立 面 図 及 び 断 面 図   

（ 土 地 の 改 変 時 の 調 査 等 ）  

第 五 十 七 条 条 例 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 面 積 は 、 三

千 平 方 メ ー ト ル と す る 。 た だ し 、 土 壌 汚 染 対 策 法 第 四 条 第 一 項 の 適 用

を 受 け る 土 地 に あ っ て は 、 九 百 平 方 メ ー ト ル と す る 。  

（ 土 地 の 改 変 時 の 調 査 等 ）  

第 五 十 八 条 条 例 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 面 積 は 、 三

千 平 方 メ ー ト ル と す る 。  

２ 条 例 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 次 に 掲 げ る

行 為 と す る 。  

２ 条 例 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 次 に 掲 げ る

行 為 と す る 。  

一 土 地 の 形 質 の 変 更 （ 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 建 設 そ の 他 の 行 為 に

伴 う も の に 限 る 。 ） 並 び に 土 地 の 切 り 盛 り 、 掘 削 及 び 造 成 。 た だ し 、

次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  
一 土 地 の 切 り 盛 り 、 掘 削 そ の 他 土 地 の 造 成  

ア 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 と し て 次 に 掲 げ る も の  

(1
)

 敷 地 内 の 水 道 管 又 は 下 水 道 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作 物

 



で 地 下 に 設 け る も の の 新 設 、 改 修 又 は 増 設  

(2
)

 用 水 又 は 排 水 施 設 の 設 置  

(3
)

 木 竹 の 植 栽 、 植 替 え 等 に 伴 う 掘 削  
(4

)

 既 存 道 路 の 補 修 （ 新 設 又 は 拡 幅 を 伴 う も の を 除 く 。 ）  

(5
)

 そ の 他 土 壌 汚 染 の 拡 散 の お そ れ が な く 、 か つ 、 (1
)

か ら (4
)

ま

で に 類 す る 行 為  

イ 改 変 の 対 象 と な る 土 地 の 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

行 為 （ 当 該 箇 所 に お い て 汚 染 土 壌 処 理 基 準 を 超 え 、 又 は 超 え る こ

と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る 土 壌 汚 染 が 生 じ て い る 場 合 を 除 く 。 ） 

ウ 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 行 為  

二 土 壌 汚 染 対 策 法 第 四 条 第 一 項 に 基 づ く 届 出 の 対 象 と な る 行 為  二  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 建 設 そ の 他 の 行 為 に 伴 う 土 地 の 形 質 の

変 更  

３ 条 例 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 調 査 事 項 は 、 次 に 掲

げ る と お り と し 、 そ の 調 査 結 果 の 届 出 は 、 別 記 第 三 十 四 号 様 式 に よ る

土 地 利 用 の 履 歴 等 調 査 届 出 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

３ 条 例 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 調 査 事 項 は 、 次 に 掲

げ る と お り と し 、 そ の 調 査 結 果 の 届 出 は 、 別 記 第 三 十 四 号 様 式 に よ る

土 地 利 用 の 履 歴 等 調 査 届 出 書 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

一  特 定 有 害 物 質 の 取 扱 事 業 場 の 設 置 状 況 そ の 他 の 土 地 の 利 用 の 履

歴  

一 有 害 物 質 の 取 扱 事 業 場 の 設 置 状 況 そ の 他 の 土 地 の 利 用 の 履 歴  

二 特 定 有 害 物 質 の 使 用 、 排 出 等 の 状 況  二 有 害 物 質 の 使 用 、 排 出 等 の 状 況  

（ 台 帳 の 調 製 等 ）  

第 五 十 八 条 条 例 第 百 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 台 帳 は 、 次 に 掲 げ る

土 地 に つ い て 帳 簿 及 び 書 類 等 を も っ て 調 製 す る も の と す る 。  

 

一  条 例 第 百 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 示 の 対 象 と な っ た 工 場

又 は 指 定 作 業 場 の 存 す る 土 地  

 



二  条 例 第 百 十 五 条 か ら 第 百 十 七 条 ま で の 規 定 に 基 づ く 汚 染 状 況 調

査 に よ り 、 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 の 濃 度 が 汚 染 土 壌 処 理 基 準 を 超 え て

い る こ と 又 は 地 下 水 中 の 特 定 有 害 物 質 の 濃 度 が 地 下 水 基 準 を 超 え

て い る こ と が 確 認 さ れ た 土 地  

 
２ 前 項 の 帳 簿 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。   

一 前 項 第 一 号 の 土 地 に あ っ て は 指 示 、 前 項 第 二 号 の 土 地 に あ っ て は

汚 染 状 況 調 査 の 実 施 の 根 拠 と な っ た 条 例 の 条 項  

 

二 前 項 第 二 号 の 土 地 に あ っ て は 、 汚 染 状 況 調 査 の 結 果 の 報 告 年 月 日   

三 土 地 の 所 在 地   

四 調 製 年 月 日 又 は 訂 正 年 月 日   

五 第 百 十 五 条 第 一 項 、 第 百 十 六 条 第 一 項 、 第 九 項 若 し く は 第 十 一 項

又 は 第 百 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 汚 染 状 況 調 査 を 実 施 し た

場 合 に あ っ て は 当 該 工 場 又 は 指 定 作 業 場 の 名 称 （ 当 該 工 場 又 は 指 定

作 業 場 が 廃 止 さ れ て い る 場 合 は そ の 旨 ） 、 第 百 十 七 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 汚 染 状 況 調 査 を 実 施 し た 場 合 に あ っ て は 土 地 の 改 変 に 係 る

事 業 の 名 称  

 

六  汚 染 状 況 調 査 を 実 施 し た 土 地 の 面 積 及 び 土 壌 汚 染 が 確 認 さ れ て

い る 土 地 の 面 積  

 

七 汚 染 状 況 調 査 の 方 法 に 関 す る 特 記 事 項   

八 特 定 有 害 物 質 に よ る 土 壌 等 の 汚 染 状 況   

九 汚 染 状 況 調 査 の 受 託 者   

十 当 該 土 地 の 状 況 が 第 五 十 四 条 第 三 項 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 そ  



の 旨  
十 一  当 該 土 地 に お い て 健 康 被 害 の 防 止 又 は 周 辺 へ の 地 下 水 の 汚 染

の 拡 大 の 防 止 の た め に 講 じ ら れ た 措 置 が あ る 場 合 は 、 そ の 内 容  

 
十 二  当 該 土 地 に 条 例 第 百 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号 の 土 壌 が あ る 場 合

は 、 そ の 旨  

 

十 三 当 該 土 地 が 第 五 十 五 条 第 三 項 に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 旨   

十 四  当 該 土 地 が 土 壌 汚 染 対 策 法 の 規 定 に 基 づ き 要 措 置 区 域 又 は 形

質 変 更 時 要 届 出 区 域 に 指 定 さ れ た 区 域 を 含 む 場 合 は 、 そ の 旨  

 

十 五  当 該 土 地 に お け る 措 置 又 は 改 変 の 実 施 状 況 及 び こ れ に 伴 う 汚

染 土 壌 の 処 理 等 の 方 法  

 

３  第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 台 帳 は 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 付 す る も

の と す る 。  

 

一 汚 染 状 況 調 査 の 実 施 内 容 及 び 調 査 結 果 に 係 る 書 類 等   

二  当 該 土 地 に 係 る 健 康 被 害 の 防 止 又 は 周 辺 へ の 地 下 水 の 汚 染 の 拡

大 の 防 止 の た め に 講 じ ら れ た 措 置 の 実 施 場 所 及 び 実 施 状 況 を 明 ら

か に し た 図 面  

 

三 当 該 土 地 に 係 る 汚 染 の 拡 散 防 止 の 方 法 を 明 ら か に し た 図 面   

四 対 象 地 周 辺 の 地 図   

４ 台 帳 の 帳 簿 記 載 事 項 及 び 書 類 等 に 変 更 が あ っ た と き は 、 知 事 は 速 や

か に こ れ を 訂 正 し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 五 十 九 条 か ら 第 七 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 九 条 か ら 第 七 十 九 条 ま で （ 略 ）  

（ 処 分 に つ い て の 意 見 の 申 出 ）  （ 処 分 に つ い て の 意 見 の 申 出 ) 



第 八 十 条  条 例 第 五 条 の 八 第 一 項 、 同 条 第 三 項 、 第 五 条 の 十 三 第 一 項 、

第 五 条 の 十 四 第 二 項 、 第 五 条 の 十 五 第 二 項 、 第 五 条 の 十 八 、 第 八 条 の

五 第 一 項 、 第 八 条 の 九 第 一 項 、 第 八 条 の 十 九 第 一 項 、 第 八 条 の 二 十 、

第 八 条 の 二 十 一 、 第 四 十 二 条 第 一 項 、 第 五 十 八 条 、 第 六 十 条 、 第 九 十

一 条 、 第 九 十 八 条 第 四 項 、 第 百 二 条 、 第 百 三 条 、 第 百 十 四 条 第 一 項 、

同 条 第 二 項 、 同 条 第 四 項 、 第 百 十 五 条 第 二 項 、 同 条 第 三 項 、 同 条 第 五

項 、 第 百 十 六 条 第 四 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 十 六 条 第 五 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 十 六 条 第 七 項 （ 第 百 十 六 条 の 二 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 二 十 五 条 第 二 項 、 第 百 三 十 九 条 又 は 第 百

五 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 そ の 他 の 処 分 を 受 け た 者 は 、 当 該 処

分 に つ い て 意 見 が あ る と き は 、 他 の 法 令 及 び 条 例 の 規 定 に よ る ほ か 、

当 該 処 分 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら お お む ね 七 日 以 内 に 、 知 事 に 当

該 意 見 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

第 八 十 条  条 例 第 五 条 の 八 第 一 項 、 同 条 第 三 項 、 第 五 条 の 十 三 第 一 項 、

第 五 条 の 十 四 第 二 項 、 第 五 条 の 十 五 第 二 項 、 第 五 条 の 十 八 、 第 八 条 の

五 第 一 項 、 第 八 条 の 九 第 一 項 、 第 八 条 の 十 九 第 一 項 、 第 八 条 の 二 十 、

第 八 条 の 二 十 一 、 第 四 十 二 条 第 一 項 、 第 五 十 八 条 、 第 六 十 条 、 第 九 十

一 条 、 第 九 十 八 条 第 四 項 、 第 百 二 条 、 第 百 三 条 、 第 百 十 四 条 第 一 項 、

第 百 十 五 条 第 二 項 、 第 百 十 六 条 第 二 項 、 第 百 二 十 五 条 第 二 項 、 第 百 三

十 九 条 又 は 第 百 五 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 そ の 他 の 処 分 を 受

け た 者 は 、 当 該 処 分 に つ い て 意 見 が あ る と き は 、 他 の 法 令 及 び 条 例 の

規 定 に よ る ほ か 、 当 該 処 分 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 か ら お お む ね 七 日

以 内 に 、 知 事 に 当 該 意 見 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

第 八 十 一 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 八 十 一 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 一 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 一 ま で （ 略 ）  

別 表 第 十 二 汚 染 土 壌 処 理 基 準 （ 第 五 十 三 条 及 び 五 十 四 条 関 係 ）  別 表 第 十 二 汚 染 土 壌 処 理 基 準 （ 第 五 十 六 条 関 係 ）  

特 定 有 害 物 質 の

種 類  

基 準 値  

溶 出 量 （ 単 位  検 液

一 リ ッ ト ル に つ き

ミ リ グ ラ ム ）  

含 有 量 （ 単 位  土 壌

一 キ ロ グ ラ ム に つ

き ミ リ グ ラ ム ）  

一  カ ド ミ ウ ム 及 カ ド ミ ウ ム と し て  カ ド ミ ウ ム と し て  

有 害 物 質 の 種 類  

基 準 値  

溶 出 量 （ 単 位 検 液

一 リ ッ ト ル に つ き

ミ リ グ ラ ム ）  

含 有 量 （ 単 位  土 壌

一 キ ロ グ ラ ム に つ

き ミ リ グ ラ ム ）  

一  カ ド ミ ウ ム 及 カ ド ミ ウ ム と し て  カ ド ミ ウ ム と し て  



び そ の 化 合 物  〇 ・ 〇 一  一 五 〇  

二 シ ア ン 化 合 物  検 液 中 に シ ア ン が

検 出 さ れ な い こ と 。 

遊 離 シ ア ン と し て  

五 〇  

三 有 機 燐
り ん

化 合 物  検 液 中 に 検 出 さ れ

な い こ と 。  
  

四  鉛 及 び そ の 化

合 物  
鉛 と し て  〇 ・ 〇 一  鉛 と し て  一 五 〇  

五  六 価 ク ロ ム 化

合 物  

六 価 ク ロ ム と し て  

〇 ・ 〇 五  

六 価 ク ロ ム と し て  

二 五 〇  

六  砒
ひ

素 及 び そ の

化 合 物  

砒
ひ

素 と し て  〇 ・ 〇

一  

砒
ひ

素 と し て  一 五

〇  

七  水 銀 及 び ア ル

キ ル 水 銀 そ の 他

の 水 銀 化 合 物  

水 銀 と し て 〇 ・ 〇

〇 〇 五 か つ 、 検 液

中 に ア ル キ ル 水 銀

が 検 出 さ れ な い こ

と 。  

水 銀 と し て 一 五  

 

 

  

八  ポ リ 塩 化 ビ

フ ェ ニ ル  

検 液 中 に 検 出 さ れ

な い こ と 。  
  

九  ト リ ク ロ ロ エ

チ レ ン  

〇 ・ 〇 三    

十  テ ト ラ ク ロ ロ

エ チ レ ン  

〇 ・ 〇 一    
び そ の 化 合 物  〇 ・ 〇 一  一 五 〇  

二 シ ア ン 化 合 物  検 液 中 に シ ア ン が

検 出 さ れ な い こ と 。 

遊 離 シ ア ン と し て  

五 〇  

三 有 機 燐
り ん

化 合 物  検 液 中 に 検 出 さ れ

な い こ と 。  
  

四  鉛 及 び そ の 化

合 物  

鉛 と し て  〇 ・ 〇 一  鉛 と し て  一 五 〇  

五  六 価 ク ロ ム 化

合 物  

六 価 ク ロ ム と し て  

〇 ・ 〇 五  

六 価 ク ロ ム と し て  

二 五 〇  

六  砒
ひ

素 及 び そ の

化 合 物  

砒
ひ

素 と し て  〇 ・ 〇

一  

砒
ひ

素 と し て  一 五

〇  

七  水 銀 及 び ア ル

キ ル 水 銀 そ の 他

の 水 銀 化 合 物  

水 銀 と し て 〇 ・ 〇

〇 〇 五    

 

水 銀 と し て 一 五  

八  ア ル キ ル 水 銀

化 合 物  

検 液 中 に ア ル キ ル

水 銀 が 検 出 さ れ な

い こ と 。  

 

九  ポ リ 塩 化 ビ

フ ェ ニ ル  

検 液 中 に 検 出 さ れ

な い こ と 。  
  

十  ト リ ク ロ ロ エ

チ レ ン  

〇 ・ 〇 三    

十 一  テ ト ラ ク ロ

ロ エ チ レ ン  

〇 ・ 〇 一    



十 一  ジ ク ロ ロ メ

タ ン  

〇 ・ 〇 二    

十 二 四 塩 化 炭 素  〇 ・ 〇 〇 二    

十 三  一 ・ 二 ― ジ

ク ロ ロ エ タ ン  

〇 ・ 〇 〇 四    

十 四  一 ・ 一 ― ジ

ク ロ ロ エ チ レ ン  
〇 ・ 一    

十 五  一 ・ 二 ― ジ

ク ロ ロ エ チ レ ン  

〇 ・ 〇 四    

 

十 六  一 ・ 一 ・ 一

― ト リ ク ロ ロ エ

タ ン  

一    

十 七  一 ・ 一 ・ 二

― ト リ ク ロ ロ エ

タ ン  

〇 ・ 〇 〇 六    

十 八  一 ・ 三 ― ジ

ク ロ ロ プ ロ ペ ン  

〇 ・ 〇 〇 二    

十 九 チ ウ ラ ム  〇 ・ 〇 〇 六    

二 十 シ マ ジ ン  〇 ・ 〇 〇 三    

二 十 一  チ オ ベ ン

カ ル ブ  

〇 ・ 〇 二    

二 十 二 ベ ン ゼ ン  〇 ・ 〇 一    

十 二  ジ ク ロ ロ メ

タ ン  

〇 ・ 〇 二    

十 三 四 塩 化 炭 素  〇 ・ 〇 〇 二    

十 四  一 ・ 二 ― ジ

ク ロ ロ エ タ ン  

〇 ・ 〇 〇 四    

十 五  一 ・ 一 ― ジ

ク ロ ロ エ チ レ ン  

〇 ・ 一    

十 六  シ ス ― 一 ・

二 ― ジ ク ロ ロ エ

チ レ ン  

〇 ・ 〇 四    

十 七  一 ・ 一 ・ 一

― ト リ ク ロ ロ エ

タ ン  

一    

十 八  一 ・ 一 ・ 二

― ト リ ク ロ ロ エ

タ ン  

〇 ・ 〇 〇 六    

十 九  一 ・ 三 ― ジ

ク ロ ロ プ ロ ペ ン  

〇 ・ 〇 〇 二    

二 十 チ ウ ラ ム  〇 ・ 〇 〇 六    

二 十 一 シ マ ジ ン  〇 ・ 〇 〇 三    

二 十 二  チ オ ベ ン

カ ル ブ  

〇 ・ 〇 二    
二 十 三 ベ ン ゼ ン  〇 ・ 〇 一    



二 十 三  セ レ ン 及

び そ の 化 合 物  

セ レ ン と し て  

〇 ・ 〇 一  

セ レ ン と し て  一

五 〇  
二 十 四  ほ う 素 及

び そ の 化 合 物  

ほ う 素 と し て 一  ほ う 素 と し て 四 、

〇 〇 〇  

二 十 五  ふ っ 素 及

び そ の 化 合 物  

ふ っ 素 と し て  

〇 ・ 八  

ふ っ 素 と し て 四 、

〇 〇 〇  

二 十 六  塩 化 ビ ニ

ル モ ノ マ ー （ 別

名 ク ロ ロ エ チ レ

ン ）  

〇 ・ 〇 〇 二    

 

二 十 四  セ レ ン 及

び そ の 化 合 物  

セ レ ン と し て  

〇 ・ 〇 一  

セ レ ン と し て  一

五 〇  

二 十 五  ほ う 素 及

び そ の 化 合 物  

ほ う 素 と し て 一  ほ う 素 と し て 四 、

〇 〇 〇  

二 十 六  ふ っ 素 及

び そ の 化 合 物  

ふ っ 素 と し て  

〇 ・ 八  

ふ っ 素 と し て 四 、

〇 〇 〇  

二 十 七  塩 化 ビ ニ

ル モ ノ マ ー  

〇 ・ 〇 〇 二    

 

備 考  備 考  

一  溶 出 量 と は 土 壌 に 水 を 加 え た 場 合 に 溶 出 す る 特 定 有 害 物 質 の

量 を い い 、 含 有 量 と は 土 壌 に 含 ま れ る 特 定 有 害 物 質 の 量 を い う 。 

一  溶 出 量 と は 土 壌 に 水 を 加 え た 場 合 に 溶 出 す る 有 害 物 質 の 量 を

い い 、 含 有 量 と は 土 壌 に 含 ま れ る 有 害 物 質 の 量 を い う 。  

二 か ら 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  二 か ら 四 ま で （ 略 ）  

別 表 第 十 二 の 二  地 下 水 基 準 （ 第 五 十 四 条 関 係 ）   

特 定 有 害 物 質 の 種 類  基 準 値 （ 単 位 検 液 一 リ ッ ト ル

に つ き ミ リ グ ラ ム ）  

一 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  カ ド ミ ウ ム と し て 〇 ・ 〇 一 

二 シ ア ン 化 合 物  検 液 中 に シ ア ン が 検 出 さ れ な い

こ と 。  

三 有 機 燐
り ん

化 合 物  検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 。 

四 鉛 及 び そ の 化 合 物  鉛 と し て  〇 ・ 〇 一  

 



五 六 価 ク ロ ム 化 合 物  六 価 ク ロ ム と し て 〇 ・ 〇 五 
六 砒

ひ

素 及 び そ の 化 合 物  砒
ひ

素 と し て  〇 ・ 〇 一  

七  水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀 そ の

他 の 水 銀 化 合 物  

水 銀 と し て  〇 ・ 〇 〇 〇 五  か

つ 、 検 液 中 に ア ル キ ル 水 銀 が 検

出 さ れ な い こ と 。  

八 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 。 

九 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  〇 ・ 〇 三  

十 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  〇 ・ 〇 一  

十 一 ジ ク ロ ロ メ タ ン  〇 ・ 〇 二  

十 二 四 塩 化 炭 素  〇 ・ 〇 〇 二  

十 三 一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン  〇 ・ 〇 〇 四  

十 四  一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

〇 ・ 一  

十 五  一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

〇 ・ 〇 四  

十 六  一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ

エ タ ン  

一 

十 七  一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ

エ タ ン  

〇 ・ 〇 〇 六  

十 八  一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ

ン 

〇 ・ 〇 〇 二  



十 九 チ ウ ラ ム  〇 ・ 〇 〇 六  
二 十 シ マ ジ ン  〇 ・ 〇 〇 三  

二 十 一 チ オ ベ ン カ ル ブ  〇 ・ 〇 二  

二 十 二 ベ ン ゼ ン  〇 ・ 〇 一  

二 十 三 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  セ レ ン と し て 〇 ・ 〇 一  

二 十 四 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  ほ う 素 と し て 一  

二 十 五 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  ふ っ 素 と し て 〇 ・ 八  

二 十 六  塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー

（ 別 名 ク ロ ロ エ チ レ ン ）  

〇 ・ 〇 〇 二  

 

備 考   

一  基 準 値 は 、 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 環 境 省 令 第

二 十 九 号 ） 第 六 条 第 二 項 第 二 号 に よ り 測 定 し た 場 合 に お け る 測

定 値 に よ る も の と す る 。  

 

二  「 検 出 さ れ な い こ と 」 と は 、 一 に 掲 げ る 方 法 に よ り 測 定 し た

場 合 に お い て 、 そ の 結 果 が 当 該 方 法 の 定 量 限 界 を 下 回 る こ と を

い う 。  

 

三  有 機 燐
り ん

化 合 物 と は 、 パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル

ジ メ ト ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ を い う 。  

 

別 表 第 十 二 の 三  第 二 溶 出 量 基 準 （ 第 五 十 五 条 の 二 関 係 ）   



特 定 有 害 物 質 の 種 類  基 準 値 （ 単 位  検 液 一 リ ッ ト ル

に つ き ミ リ グ ラ ム ）  
一 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  カ ド ミ ウ ム と し て 〇 ・ 三  

二 シ ア ン 化 合 物  シ ア ン と し て 一  

三 有 機 燐
り ん

化 合 物  一 

四 鉛 及 び そ の 化 合 物  鉛 と し て  〇 ・ 三  

五 六 価 ク ロ ム 化 合 物  六 価 ク ロ ム と し て 一 ・ 五  

六 砒
ひ

素 及 び そ の 化 合 物  砒
ひ

素 と し て  〇 ・ 三  

七  水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀 そ の

他 の 水 銀 化 合 物  

水 銀 と し て 〇 ・ 〇 〇 五 か つ 、

検 液 中 に ア ル キ ル 水 銀 が 検 出 さ

れ な い こ と 。  

八 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  〇 ・ 〇 〇 三  

九 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  〇 ・ 三  

十 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  〇 ・ 一  

十 一 ジ ク ロ ロ メ タ ン  〇 ・ 二  

十 二 四 塩 化 炭 素  〇 ・ 〇 二  

十 三 一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン  〇 ・ 〇 四  

十 四  一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

一 

 



十 五  一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

〇 ・ 四  
十 六  一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ

エ タ ン  

三 

十 七  一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ

エ タ ン  

〇 ・ 〇 六  

十 八  一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ

ン 

〇 ・ 〇 二  

十 九 チ ウ ラ ム  〇 ・ 〇 六  

二 十 シ マ ジ ン  〇 ・ 〇 三  

二 十 一 チ オ ベ ン カ ル ブ  〇 ・ 二  

二 十 二 ベ ン ゼ ン  〇 ・ 一  

二 十 三 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  セ レ ン と し て 〇 ・ 三  

二 十 四 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  ほ う 素 と し て 三 十  

二 十 五 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  ふ っ 素 と し て 二 十 四  

二 十 六  塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー

（ 別 名 ク ロ ロ エ チ レ ン ）  

〇 ・ 〇 二  

 

備 考   

一 基 準 値 は 、 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 第 六 条 第 三 項 第 四 号 に 規

定 す る 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 に よ り 測 定 し た 場 合 に お け る 測 定

 



値 に よ る も の と す る 。  

二 「 検 出 さ れ な い こ と 」 と は 、 一 に 掲 げ る 方 法 に よ り 測 定 し た

場 合 に お い て 、 そ の 結 果 が 当 該 方 法 の 定 量 限 界 を 下 回 る こ と を

い う 。  

 
三 有 機 燐

り ん

化 合 物 と は 、 パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル

ジ メ ト ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ を い う 。  

 

別 表 第 十 二 の 四  第 二 地 下 水 基 準 （ 第 五 十 五 条 の 二 関 係 ）   

特 定 有 害 物 質 の 種 類  基 準 値  ( 単 位  検 液 一 リ ッ ト ル

に つ き ミ リ グ ラ ム) 

一 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  カ ド ミ ウ ム と し て 〇 ・ 〇 三 

二 シ ア ン 化 合 物  シ ア ン と し て 一  

三 有 機 燐
り ん

化 合 物  一 

四 鉛 及 び そ の 化 合 物  鉛 と し て  〇 ・ 一  

五 六 価 ク ロ ム 化 合 物  六 価 ク ロ ム と し て 〇 ・ 五  

六 砒
ひ

素 及 び そ の 化 合 物  砒
ひ

素 と し て  〇 ・ 一  

七 水 銀 及 び そ の 化 合 物  水 銀 と し て 〇 ・ 〇 〇 五 か つ 、

検 液 中 に ア ル キ ル 水 銀 が 検 出 さ

れ な い こ と 。  

八 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  〇 ・ 〇 〇 三  

九 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  〇 ・ 一  

 



十 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  〇 ・ 一  
十 一 ジ ク ロ ロ メ タ ン  〇 ・ 二  

十 二 四 塩 化 炭 素  〇 ・ 〇 二  

十 三 一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン  〇 ・ 〇 四  

十 四  一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

一 

十 五  一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

〇 ・ 四  

十 六  一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ

エ タ ン  

三 

十 七  一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ

エ タ ン  

〇 ・ 〇 六  

十 八  一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ

ン 

〇 ・ 〇 二  

十 九 チ ウ ラ ム  〇 ・ 〇 六  

二 十 シ マ ジ ン  〇 ・ 〇 三  

二 十 一 チ オ ベ ン カ ル ブ  〇 ・ 二  

二 十 二 ベ ン ゼ ン  〇 ・ 一  

二 十 三 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  セ レ ン と し て 〇 ・ 一  



二 十 四 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  ほ う 素 と し て 十  
二 十 五 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  ふ っ 素 と し て 八  

二 十 六  塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー

（ 別 名 ク ロ ロ エ チ レ ン ）  

〇 ・ 〇 二  

 

備 考   

一 基 準 値 は 、 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 第 六 条 第 二 項 第 二 号 に 規

定 す る 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 に よ り 測 定 し た 場 合 に お け る 測

定 値 に よ る も の と す る 。  

 

二 「 検 出 さ れ な い こ と 」 と は 、 一 に 掲 げ る 方 法 に よ り 測 定 し た

場 合 に お い て 、 そ の 結 果 が 当 該 方 法 の 定 量 限 界 を 下 回 る こ と を

い う 。  

 

三 有 機 燐
り ん

化 合 物 と は 、 パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル

ジ メ ト ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ を い う 。  

 

別 表 第 十 三 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 十 三 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 別 記 第 二 十 七 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 一 号 様 式 か ら 別 記 第 二 十 七 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 現 行 の と お り ）  別 紙 （ 略 ）  

別 記 第 二 十 九 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記 第 二 十 九 号 様 式 （ 略 ）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別 記 第 三 十 五 号 様 式 か ら 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 三 十 五 号 様 式 か ら 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ま で  （ 略 ）  

   

 


